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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書が重要か否かの判定に用いるキーワードの集合に含まれるキーワードを文書から検
索し、キーワードに関連づけられた所定文字列を抽出する検索手段と、
　抽出された所定文字列を前記集合に追加して蓄積する蓄積手段と、
　文書が重要であるか否かの重要文書判定処理を行う判定手段と、
　を備え、
　前記判定手段は、
　文書に付属するメモ情報の中に、前記重要文書とみなす重要ワードが含まれるか否かの
判定を行うメモ情報検索を行い、
　前記メモ情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書の管理情報の中に、前記
重要ワードが含まれるか否かの判定を行う管理情報検索を行い、
　前記管理情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書のデータ内にキーワード
または所定文字列の少なくとも一方が含まれるか否かを判定する、
　ことを特徴とする文書管理装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、重要文書判定処理を実施した文書には蓄積バージョン情報を付し、判
定処理対象の文書に付されているバージョン情報と、前記蓄積バージョン情報とを比較し
、前記バージョン情報が前記蓄積バージョン情報よりも新しい場合は、前記バージョン情
報が付されている文書に対して、重要文書判定処理を実施することを特徴とする請求項１
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記載の文書管理装置。
【請求項３】
　前記蓄積手段は、キーワードまたは所定文字列に蓄積バージョン情報を付して蓄積し、
　前記判定手段は、判定処理対象の文書に付されているバージョン情報と、前記蓄積バー
ジョン情報とを比較して、前記バージョン情報よりも新しい前記蓄積バージョン情報が付
されているキーワードまたは所定文字列を用いて、重要文書判定処理を実施することを特
徴とする請求項１記載の文書管理装置。
【請求項４】
　前記検索手段は、
　キーワードの第１の座標情報と、キーワードに隣接する枠領域であって所定文字列を含
む前記枠領域の第２の座標情報とから、前記枠領域に含まれる所定文字列の第３の座標情
報を取得し、
　前記第３の座標情報にもとづき、所定文字列を抽出する、
　ことを特徴とする請求項１記載の文書管理装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記メモ情報が有する属性のメモ種別がスタンプである場合に、前記
メモ情報が有する属性のテキスト情報から文字列を抽出し、該文字列が前記重要ワードで
あるか否かを判定することを特徴とする請求項１記載の文書管理装置。
【請求項６】
　前記判定手段は、前記管理情報の帳票名、コメントまたは備考の少なくとも１つに記載
される文字列を抽出し、該文字列が前記重要ワードであるか否かを判定することを特徴と
する請求項１記載の文書管理装置。
【請求項７】
　文書が重要か否かの判定に用いるキーワードの集合に含まれるキーワードを文書から検
索し、キーワードに関連づけられた所定文字列を抽出し、
　抽出された所定文字列を前記集合に追加して蓄積し、
　文書が重要であるか否かの重要文書判定処理を行い、
　文書に付属するメモ情報の中に、前記重要文書とみなす重要ワードが含まれるか否かの
判定を行うメモ情報検索を行い、
　前記メモ情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書の管理情報の中に、前記
重要ワードが含まれるか否かの判定を行う管理情報検索を行い、
　前記管理情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書のデータ内にキーワード
または所定文字列の少なくとも一方が含まれるか否かを判定する、
　ことを特徴とする文書管理方法。
【請求項８】
　コンピュータに、
　文書が重要か否かの判定に用いるキーワードの集合に含まれるキーワードを文書から検
索し、キーワードに関連づけられた所定文字列を抽出し、
　抽出された所定文字列を前記集合に追加して蓄積し、
　文書が重要であるか否かの重要文書判定処理を行い、
　文書に付属するメモ情報の中に、前記重要文書とみなす重要ワードが含まれるか否かの
判定を行うメモ情報検索を行い、
　前記メモ情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書の管理情報の中に、前記
重要ワードが含まれるか否かの判定を行う管理情報検索を行い、
　前記管理情報から前記重要ワードが検出されない場合は、文書のデータ内にキーワード
または所定文字列の少なくとも一方が含まれるか否かを判定する、
　処理を実行させる文書管理プログラム。
【請求項９】
　文書が重要か否かの判定に用いるキーワードの集合に含まれるキーワードを文書から検
索し、キーワードに関連づけられた所定文字列を抽出する検索手段と、
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　抽出された所定文字列を前記集合に追加して蓄積する蓄積手段と、
　を備え、
　前記検索手段は、
　キーワードの第１の座標情報と、キーワードに隣接する枠領域であって所定文字列を含
む前記枠領域の第２の座標情報とから、前記枠領域に含まれる所定文字列の第３の座標情
報を取得し、
　前記第３の座標情報にもとづき、所定文字列を抽出する、
　ことを特徴とする文書管理装置。
                                                                              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、文書管理装置、文書管理方法および文書管理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多様なプラットフォームから出力される文書を電子化・集約して一元化管理を行
い、ネットワーク環境の端末から電子文書の利用を可能とした電子文書管理システムが開
発されている。
【０００３】
　このようなシステムを導入することにより、ペーパーレス化によるコストダウンが実現
される。また、ユーザは、システムを通じて、端末上で紙文書と同様に文書の参照、書き
込み、マーキング等の操作を行うことができ、さらに、仕分けや検索など紙文書では困難
だった操作が容易となるため、業務の活性化、効率化が可能になる。
【０００４】
　一方、近年では、個人データや企業の機密案件などの情報漏洩に対する対策要求が高ま
っており、電子文書の管理においても高いセキュリティ機能が求められている。
　従来の情報漏洩の対策技術としては、例えば、端末のネットワークアドレスと、プリン
トジョブの送信先プリンタのネットワークアドレスとが同一でないときには端末側で警告
を発する技術が提案されている。
【０００５】
　また、プリンタの識別情報と宛先情報を保持し、該プリンタに識別情報を問い合わせ、
取得した識別情報と保持している識別情報とが一致したときは、該プリンタへ印刷データ
を送信する技術が提案されている。
【０００６】
　さらに、出現位置毎のキーワードを判定対象とし、所定範囲内に他のキーワードがある
か否かを判定し、判定対象のキーワードと他のキーワードを組み合わせた組み合わせ情報
のうち、機密文書の組み合わせ情報と一致する数が所定値以上か否かを判定する技術が提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１５１６１８号公報
【特許文献２】特開２００８－１５２６９１号公報
【特許文献３】特開２０１０－２３１７６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　重要な電子文書には、アクセス権、または重要な内容である旨を示すマーキングなどを
付与したりして、重要文書であることを設定して管理している。
　しかし、電子文書が重要であるか否かの判断は、従来、人間の作業で行われているため
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、重要な文書であるにもかかわらず、人為的ミスによって、重要文書と判定されない場合
がある。
【０００９】
　例えば、文書に記載されている、重要文書判定の指標となる文字列などを見逃してしま
うことで、重要文書であるにもかかわらず、非重要文書と判定してしまう可能性がある。
このような場合に、重要文書を非重要文書と混在して出力（例えば、印刷）してしまうと
、情報漏洩につながってしまう。
【００１０】
　１つの側面では、本発明は、重要文書の判定精度の向上を図った文書管理装置、文書管
理方法および文書管理プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　１つの案では、文書管理装置が提供される。文書管理装置は、文書が重要か否かの判定
に用いるキーワードの集合に含まれるキーワードを文書から検索し、キーワードに関連づ
けられた所定文字列を抽出する検索手段と、抽出された所定文字列を集合に追加して蓄積
する蓄積手段と、文書が重要であるか否かの重要文書判定処理を行う判定手段とを有する
。また、判定手段は、文書に付属するメモ情報の中に、重要文書とみなす重要ワードが含
まれるか否かの判定を行うメモ情報検索を行い、メモ情報から重要ワードが検出されない
場合は、文書の管理情報の中に、重要ワードが含まれるか否かの判定を行う管理情報検索
を行い、管理情報から重要ワードが検出されない場合は、文書のデータ内にキーワードま
たは所定文字列の少なくとも一方が含まれるか否かを判定する。
【発明の効果】
【００１２】
　１態様によれば、重要文書の判定精度の向上を図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】文書管理装置の構成例を示す図である。
【図２】電子文書管理システムの構成例を示す図である。
【図３】サーバ装置の構成例を示す図である。
【図４】帳票管理手段で管理される帳票ファイルのフォーマットを示す図である。
【図５】帳票ファイルのデータ構造を示す図である。
【図６】メモファイル管理手段で管理されるメモファイルのフォーマットを示す図である
。
【図７】管理情報ＤＢに格納される管理情報のフォーマットを示す図である。
【図８】重要ワード管理手段で管理される重要ワードファイルのフォーマットを示す図で
ある。
【図９】蓄積情報のフォーマットを示す図である。
【図１０】重要文書判定処理の全体動作を示すフローチャートである。
【図１１】スタンプが付与された帳票の例を示す図である。
【図１２】メモ情報検索の動作を示すフローチャートである。
【図１３】管理情報検索の動作を示すフローチャートである。
【図１４】データ検索の動作を示すフローチャートである。
【図１５】重要文書判定済み調査の動作を示すフローチャートである。
【図１６】差分判定項目を用いて判定処理を行う場合の動作を説明するための図である。
【図１７】差分判定項目を用いて判定処理を行う場合の動作を説明するための図である。
【図１８】所定文字列抽出処理の動作を説明するための図である。
【図１９】所定文字列抽出処理の動作を示すフローチャートである。
【図２０】帳票の出力処理の動作を示すフローチャートである。
【図２１】本実施の形態に用いるコンピュータのハードウェアの一構成例を示す図である
。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１は文書管理装置の構成例を
示す図である。文書管理装置１は、検索手段１ａ、蓄積手段１ｂおよび判定手段１ｃを備
える。
【００１５】
　検索手段１ａは、文書が重要か否かの判定に用いるキーワードの集合に含まれるキーワ
ードを文書から検索し、キーワードに関連づけられた所定文字列を抽出する。蓄積手段１
ｂは、抽出された所定文字列をキーワードの集合に追加して蓄積する。判定手段１ｃは、
文書が重要文書であるか否かの重要文書判定処理を行う。重要文書判定処理の１つとして
は、キーワードまたは所定文字列の少なくとも一方を含む文書を重要文書と判定する。
【００１６】
　図１に示す例において、重要文書とみなすキーワードを「住所」とし、文書Ａ、Ｂには
「住所」が記載されている。また、文書Ａには「住所」に関連づけられた文字列「東京都
ＡＡ区」が記載され、文書Ｂには「住所」に関連づけられた文字列「東京都ＢＢ区」が記
載されている。
【００１７】
　文書Ａでは、「住所」をキーワードにしているので、このキーワードに関連づけられる
文字列「東京都ＡＡ区」は所定文字列となる。したがって、検索手段１ａは、文書Ａから
所定文字列「東京都ＡＡ区」を抽出し、蓄積手段１ｂは、抽出された所定文字列「東京都
ＡＡ区」をキーワード「住所」の集合に追加して蓄積する。
【００１８】
　一方、文書Ｂでは、「住所」をキーワードにしているので、このキーワードに関連づけ
られる文字列「東京都ＢＢ区」は所定文字列となる。したがって、検索手段１ａは、文書
Ｂから所定文字列「東京都ＢＢ区」を抽出し、蓄積手段１ｂは、抽出された所定文字列「
東京都ＢＢ区」をキーワード「住所」の集合に追加して蓄積する。
【００１９】
　このような処理によって、重要文書と判定するための所定文字列が蓄積・更新されてい
く。また、これらキーワードまたは所定文字列にもとづいて、文書が重要文書であるか否
かの判定が行われる。
【００２０】
　ここで、従来では、重要文書であるか否かの判断は、主に人間の作業で行われているた
め、重要文書判定の指標となる文字列などを見逃してしまうなどの人為的ミスによって、
重要文書と判定されない場合がある。
【００２１】
　例えば、「住所」を重要文字列とした場合、一方の文書（文書Ｃとする）には「住所」
の文字列が記載されており、他方の文書（文書Ｄとする）には、「住所」の文字列は記載
されていないが、「東京都ＤＤ区」の文字列が記載されているとする。
【００２２】
　このような場合、文書Ｄは、文字列「住所」の直接の記載はなくても、「東京都ＤＤ区
」という住所表示がなされているので、文書Ｃが重要文書であるだけでなく、文書Ｄも重
要文書である。
【００２３】
　しかし、従来では、重要文字列である「住所」が直接記載されている文書Ｃを重要文書
と判定することは容易であっても、「住所」という文字列の直接の記載がない文書Ｄに対
しては、重要文書と判定されないおそれがある。
【００２４】
　一方、文書管理装置１では、キーワードに関連する所定文字列の抽出、蓄積処理を行う
。キーワードとなる「住所」と、このキーワードに関連づけられた所定文字列「東京都Ｄ
Ｄ区」をすでに蓄積しているとする。
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【００２５】
　文書管理装置１では、キーワードや所定文字列にもとづいて、文書が重要文書であるか
否かの判定を行うので、重要文書判定時に、「住所」が文書内に直接記載されていなくて
も、所定文字列「東京都ＤＤ区」が記載されている文書Ｄを重要文書と判定することにな
る。このように、キーワードの直接の記載がなくても、キーワードに関連づけられた所定
文字列から重要文書を判定することができる。
【００２６】
　上記のように、文書管理装置１では、キーワードに関連づけられた所定文字列を文書か
ら抽出し、抽出された所定文字列をキーワード集合に追加していくことで、重要文書か否
かを判定する際の所定文字列を自動更新する。これにより、重要文書の判定精度を向上さ
せることが可能になる。
【００２７】
　次に文書管理装置１の機能を備える電子文書管理システムの構成について説明する。な
お、文書の１つの例として帳票を扱うものとして以降説明する。
　図２は電子文書管理システムの構成例を示す図である。電子文書管理システム２は、サ
ーバ装置１０、文書作成装置２１、クライアント装置２２－１、２２－２およびプリンタ
２３－１～２３－３を備える。
【００２８】
　サーバ装置１０には、文書作成装置２１、クライアント装置２２－１、２２－２および
プリンタ２３－１～２３－３が接続されている（図示はしていないが、各装置はネットワ
ークを介在して接続されてもよい）。
【００２９】
　サーバ装置１０は、図１に示した文書管理装置１の機能を有している。サーバ装置１０
は、従来、紙で出力されていた帳票を電子化・集約して一元化管理を行い、クライアント
側の端末に対して、電子化した帳票を表示して活用させる制御を行う。
【００３０】
　文書作成装置２１は、帳票を作成し、作成した帳票をサーバ装置１０に登録する。クラ
イアント装置２２－１、２２－２は、帳票を活用可能な端末である。クライアント装置２
２－１、２２－２が例えば、帳票の印刷依頼をサーバ装置１０に送信すると、プリンタ２
３－１～２３－３は、サーバ装置１０からの印刷指示にもとづき帳票の印刷を実行する。
【００３１】
　次にサーバ装置１０の構成について説明する。図３はサーバ装置の構成例を示す図であ
る。サーバ装置１０は、制御手段１１、文書出力処理手段１２および情報管理手段１３を
備える。
【００３２】
　制御手段１１は、図１に示した検索手段１ａ、蓄積手段１ｂおよび判定手段１ｃの機能
を有し、重要文書判定処理や、装置またはシステムの全体制御を行う。文書出力処理手段
１２は、帳票の出力処理を行う。出力処理としては例えば、ネットワークへの文書出力処
理、またはプリンタへの文書出力処理などを行う。
【００３３】
　情報管理手段１３は、帳票ファイル管理手段１３ａ、メモファイル管理手段１３ｂ、管
理情報ＤＢ（database）１３ｃおよび重要ワード管理手段１３ｄを備えて、各種情報の管
理を行う。
【００３４】
　帳票ファイル管理手段１３ａは、帳票のデータをファイル化して管理する。メモファイ
ル管理手段１３ｂは、帳票に付属するメモ情報をファイル化したメモファイルを管理する
。管理情報ＤＢ１３ｃは、帳票の管理情報を格納管理する。重要ワード管理手段１３ｄは
、重要ワードをファイル化して管理する。
【００３５】
　重要ワードとは、後述のメモ検索および管理情報検索において、帳票が重要文書である
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か否かを判定する指標となるワードのことである。また、後述のデータ検索では、帳票が
重要文書であるか否かを判定する指標に使用するものは、キーワードと所定文字列となる
。
【００３６】
　次に情報管理手段１３内の各構成要素における管理フォーマットについて説明する。図
４は帳票管理手段で管理される帳票ファイルのフォーマットを示す図である。帳票ファイ
ルｆ１は、帳票の出力データ（印刷データ）が格納されるファイルである。帳票ファイル
ｆ１では、後述のデータ検索により、帳票ファイルｆ１の出力データの中から、キーワー
ドまたは所定文字列が存在するか否かの検索が行われる。
【００３７】
　図５は帳票ファイルのデータ構造を示す図である。帳票ファイルｆ１は、“枠組み”と
“データ”とで構成され、“枠組み”と“データ”とが結合されたものが帳票となる。な
お、サーバ装置１０では、“枠組み”か“データ”かを判別することが可能である。
【００３８】
　図６はメモファイル管理手段で管理されるメモファイルのフォーマットを示す図である
。サーバ装置１０は、メモ情報付与機能によって、帳票にメモ情報を付与することができ
る。
【００３９】
　メモ情報は、各種のマーキング情報であって、スタンプ（電子印鑑など）、付箋、ライ
ンマークなどがある。これらメモ情報は、ファイル化されてメモファイルとして管理され
る。
【００４０】
　メモファイルｆ２は、例えば、ページ、座標、作成者名、日付、メモ種別、フォント、
文字色、背景色、枠オプション、影オプション、その他属性情報およびテキスト情報とい
った属性を含む。
【００４１】
　なお、後述のメモ情報検索により、メモファイルｆ２の属性のテキスト情報の中から、
重要ワードが存在するか否かの検索が行われる。メモ情報が付与された帳票については図
１１で後述する。
【００４２】
　図７は管理情報ＤＢに格納される管理情報のフォーマットを示す図である。サーバ装置
１０では、管理情報を用いて、帳票を管理している。管理情報には例えば、帳票名、コメ
ントまたは備考などが含まれる。また、管理情報ＤＢ１３ｃ内では、これらの属性の他に
、重要フラグおよび蓄積バージョン情報を付与して管理する。
【００４３】
　図７に示す管理情報ｄ１では、例えば、帳票名、コメント、重要フラグおよび蓄積バー
ジョン情報の属性を示している。重要フラグは、当該帳票が重要文書である場合はＹｅｓ
、非重要文書の場合はＮｏと記載される（空白のものは、まだ重要文書判定が実施されて
いない帳票である）。
【００４４】
　また、管理情報ＤＢ１３ｃに書き込まれる蓄積バージョン情報は、帳票を蓄積する際に
、帳票毎に設定されるバージョン情報である。なお、後述の管理情報検索により、管理情
報ｄ１の属性の帳票名、コメントまたは備考などから、重要ワードが存在するか否かの検
索が行われる。
【００４５】
　図８は重要ワード管理手段で管理される重要ワードファイルのフォーマットを示す図で
ある。重要ワードファイルｆ３は、重要ワードと、重要文書判定を実施するか否かの設定
とが記載される。図８の場合、重要文書判定を実施すること（Ｙｅｓ）、また、重要文書
とみなす重要ワードは、「重要」、「秘密」、「ＯＮＬＹ」であることが記載されている
。
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【００４６】
　次に蓄積手段１ｂに格納される蓄積情報について説明する。図９は蓄積情報のフォーマ
ットを示す図である。蓄積情報ｄ２は、キーワード、所定文字列および蓄積バージョン情
報の属性を有する。
【００４７】
　図９では、キーワード「郵便番号」に関連づけられた所定文字列が000-0000であり、こ
の情報を蓄積した際の蓄積バージョン情報が20120101135121であることが示されている。
　また、キーワード「住所」に関連づけられた所定文字列が東京都ＸＸＸであり、この情
報を蓄積した際の蓄積バージョン情報が20120101135121であることが示されている。さら
に、キーワード「顧客名」に関連づけられた所定文字列が日本であり、この情報を蓄積し
た際の蓄積バージョン情報が20111213091121であることが示されている。
【００４８】
　上記のように、蓄積バージョン情報は、帳票だけでなく、キーワードまたは所定文字列
に対しても設定される。すなわち、蓄積手段１ｂに書き込まれる蓄積バージョン情報は、
キーワードまたは所定文字列に対して設定されるバージョン情報である。
【００４９】
　次に重要ワードおよびキーワードの設定について説明する。システム管理者は、サーバ
装置１０に対して、ある帳票が重要文書であるか否かを判定する際の指標となる重要ワー
ドおよびキーワードを、環境設定画面等を通じて設定する。
【００５０】
　重要ワードとしては、例えば、「重要」、「秘」、「ＯＮＬＹ」等がある。キーワード
としては「郵便番号」、「住所」、「顧客名」等がある。どちらの場合も任意に変更が可
能である。重要ワードは、後述のメモ情報検索および管理情報検索において、重要文書判
定指標に使用され、キーワードは、後述のデータ検索において、重要文書判定指標に使用
される。
【００５１】
　次に帳票が重要文書であるか否かを判定する重要文書判定処理について説明する。サー
バ装置１０は、保管されている帳票を調査するスレッドを定期的に起動して、該帳票が重
要文書であるか否かを判定する。
【００５２】
　この場合、重要文書を判定する際の検索処理には、メモ情報検索、管理情報検索および
データ検索があり、これらの検索を段階的に実行することで、保管している帳票が重要文
書であるか否かを判定する。
【００５３】
　メモ情報検索とは、帳票に付属するメモ情報にもとづいて、重要文書判定を行うもので
ある。また、管理情報検索とは、帳票を管理する際の管理情報にもとづいて、重要文書判
定を行うものである。さらに、データ検索とは、帳票に実際に記載されているデータにも
とづいて、重要文書判定を行うものである。
【００５４】
　図１０は重要文書判定処理の全体動作を示すフローチャートである。
　〔Ｓ１〕制御手段１１は、保管されている帳票に対して、重要文書判定をすでに実施し
たか否かを判断する。実施済みならば終了し、未実施ならばステップＳ２へ行く。
【００５５】
　〔Ｓ２〕制御手段１１は、帳票に対してメモ情報検索を行う。
　〔Ｓ３〕制御手段１１は、帳票に付属するメモ情報から重要ワードを検出した場合はス
テップＳ１０へ行き、重要ワードを検出しない場合はステップＳ４へ行く。
【００５６】
　〔Ｓ４〕制御手段１１は、帳票に対して管理情報検索を行う。
　〔Ｓ５〕制御手段１１は、帳票の管理情報から重要ワードを検出した場合はステップＳ
１０へ行き、重要ワードを検出しない場合はステップＳ６へ行く。



(9) JP 6079361 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

【００５７】
　〔Ｓ６〕制御手段１１は、帳票に対してデータ検索を行う。
　〔Ｓ７〕制御手段１１は、帳票に記載されるデータの中に、蓄積手段１ｂに蓄積されて
いるキーワードまたは所定文字列が有るか否かを判定する。キーワードまたは所定文字列
の少なくとも一方が有ると判断した場合はステップＳ１０へ行き、キーワードおよび所定
文字列のどちらも無いと判断した場合はステップＳ８へ行く。
【００５８】
　〔Ｓ８〕制御手段１１は、当該帳票を非重要文書と判定する。
　〔Ｓ９〕制御手段１１は、非重要文書のバージョン情報を管理情報ＤＢ１３ｃに書き込
む。管理情報ＤＢ１３ｃに書き込まれたバージョン情報は、蓄積バージョン情報として管
理される。
【００５９】
　〔Ｓ１０〕制御手段１１は、当該帳票を重要文書と判定する。
　〔Ｓ１１〕制御手段１１は、重要文書からキーワードおよび所定文字列を抽出し、蓄積
バージョン情報を付して蓄積手段１ｂに蓄積する。
【００６０】
　〔Ｓ１２〕制御手段１１は、重要文書のバージョン情報を管理情報ＤＢ１３ｃに書き込
む。管理情報ＤＢ１３ｃに書き込まれたバージョン情報は、蓄積バージョン情報として管
理される。
【００６１】
　上記の重要文書判定処理フローは、保管されている帳票に対して定期的に実行される。
また、帳票が印刷などによって出力される場合、出力指示が出された帳票に対しても出力
時に上記の重要文書判定処理フローが実行される。
【００６２】
　なお、メモ情報検索、管理情報検索、データ検索の順で検索処理の負荷が重くなるので
、上記のように、最も負荷の軽いメモ情報検索を最初に行い、２番目に管理情報検索を行
い、最も負荷の重いデータ検索の順に検索処理を行っている。このように、負荷が軽い処
理から順番に検索処理を行うことで、早い段階で重要文書であるか否かを判定することが
でき、高速検索が可能になる。
【００６３】
　次にメモ情報検索について説明する。最初に、メモ情報が付与された帳票について示す
。図１１はスタンプが付与された帳票の例を示す図である。「重要」のスタンプが付与さ
れている帳票の一部を示している。
【００６４】
　図６で上述したように、メモ情報のメモファイルは、メモ種別という属性を有している
。メモ種別の項目に「スタンプ」というメモ種別情報が記載されていれば、テキスト情報
には、「重要」や「秘」などのスタンプが表すワードが記載されている。
【００６５】
　したがって、例えば、メモ種別の項目に「スタンプ」と記載され、テキスト情報の項目
に「重要」と記載されていれば、図１１に示すように、帳票には「重要」のスタンプが付
与されるものとなる。
【００６６】
　図１２はメモ情報検索の動作を示すフローチャートである。重要文書判定処理では、最
初に、帳票に付与されているメモ情報の中に、重要ワードが存在しているか否かの検索処
理を実施する。
【００６７】
　〔Ｓ２１〕制御手段１１は、帳票に付与されているメモ情報のメモファイルからメモ種
別に記載されているメモ種別情報を取得する。
　〔Ｓ２２〕制御手段１１は、メモ種別情報が「スタンプ」であるか否かを判定する。「
スタンプ」であればステップＳ２３へ行き、「スタンプ」でなければステップＳ２６へ行
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く。
【００６８】
　〔Ｓ２３〕制御手段１１は、メモ種別情報が「スタンプ」であるとき、メモファイルの
テキスト情報から文字列を取得する。
　〔Ｓ２４〕制御手段１１は、取得した文字列が、重要ワードであるか否かを判定する。
取得した文字列が、「重要」または「秘」などの重要ワードの場合は、ステップＳ２５へ
行き、重要ワードでない場合は、ステップＳ２６へ行く。
【００６９】
　〔Ｓ２５〕制御手段１１は、当該帳票を重要文書と判定する。
　〔Ｓ２６〕制御手段１１は、当該帳票のメモ情報には重要ワードが含まれていないと判
断して次の処理の管理情報検索へ移行する。
【００７０】
　このように、メモ情報検索では、メモ情報の文字列にもとづいて、重要文書判定処理を
行う。帳票には、図１１に示したようなメモ情報が表示されている場合が多々あり、メモ
情報の情報量は、帳票データの情報量と比較して少ない。このため、メモ情報検索から重
要文書判定処理を開始することで、簡易にかつ高速に重要文書であるか否かの判定を実行
することが可能になる。
【００７１】
　次に管理情報検索について説明する。図１３は管理情報検索の動作を示すフローチャー
トである。メモ情報検索を行った結果、重要文書判定対象の帳票のメモ情報に、重要ワー
ドが含まれていない場合は、管理情報の中に重要ワードが含まれているか否かの検索処理
が実施される。
【００７２】
　〔Ｓ３１〕制御手段１１は、重要文書判定対象の帳票の管理情報の例えば、帳票名、コ
メント、備考に記載されている文字列を取得する。
　〔Ｓ３２〕制御手段１１は、取得した文字列が、重要ワードであるか否かを判定する。
取得した文字列が、「重要」、「秘」などの重要ワードの場合は、ステップＳ３３へ行き
、重要ワードでない場合は、ステップＳ３４へ行く。
【００７３】
　〔Ｓ３３〕制御手段１１は、当該帳票を重要文書と判定する。
　〔Ｓ３４〕制御手段１１は、当該帳票の管理情報には重要ワードが含まれていないと判
断して次の処理のデータ検索へ移行する。
【００７４】
　このように、管理情報検索では、管理情報の文字列にもとづいて、重要文書判定処理を
行う。管理情報としては帳票名、コメント、備考等があり、これら管理情報の情報量は、
帳票データの情報量と比較して少ない。このため、メモ情報に重要ワードが存在しなかっ
た場合には、管理情報検索を行うことで、簡易にかつ高速に重要文書であるか否かの判定
を実行することが可能になる。
【００７５】
　次にデータ検索について説明する。図１４はデータ検索の動作を示すフローチャートで
ある。メモ情報検索と管理情報検索を行った結果、判定対象の帳票のメモ情報と管理情報
に、重要ワードが含まれていない場合には、帳票のデータの中に、蓄積してあるキーワー
ドまたは所定文字列が含まれている否かのデータ検索が実施される。
【００７６】
　〔Ｓ４１〕制御手段１１は、重要文書判定対象の帳票のデータを取得する。
　〔Ｓ４２〕制御手段１１は、取得した帳票データに、蓄積手段１ｂに蓄積されているキ
ーワードが存在するか否かを判定する。キーワードが存在する場合はステップＳ４４へ行
き、存在しない場合ステップＳ４３へ行く。
【００７７】
　〔Ｓ４３〕制御手段１１は、取得した帳票データに、蓄積手段１ｂに蓄積されている所
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定文字列が存在するか否かを判定する。所定文字列が存在する場合はステップＳ４４へ行
き、存在しない場合ステップＳ４５へ行く。
【００７８】
　〔Ｓ４４〕制御手段１１は、当該帳票を重要文書と判定する。
　〔Ｓ４５〕制御手段１１は、当該帳票を非重要文書と判定する。
　このように、データ検索では、帳票に実際に記載されている文字列にもとづいて、重要
文書判定処理を行う。この場合、管理者によって設定されたキーワードだけでなく、キー
ワードに関連づけられた所定文字列を文書から自動的に抽出してあらかじめ蓄積しておき
、この所定文字列からも検索を行っている。これにより、従来、見落とされる可能性があ
った文字列も精度良く検出されるので、重要文書の判定精度を向上させることが可能にな
る。
【００７９】
　なお、本技術では、帳票にキーワードや所定文字列が記載されている場合、それらキー
ワードや所定文字列の帳票内での出現位置については問わない。帳票内のどの場所であっ
ても、キーワードまたは所定文字列の少なくとも一方が記載されていれば、当該帳票を重
要文書と判定するものである。
【００８０】
　次に帳票に対して重要文書判定処理（図１０のステップＳ２以降の処理）をすでに実施
したか否かを判断するための重要文書判定済み調査について説明する。
　図１５は重要文書判定済み調査の動作を示すフローチャートである。
【００８１】
　〔Ｓ５１〕制御手段１１は、重要文書判定処理対象の帳票に付されているバージョン情
報を取得する。
　〔Ｓ５２〕制御手段１１は、管理情報ＤＢ１３ｃから蓄積バージョン情報を取得する。
なお、管理情報ＤＢ１３ｃ内において、蓄積バージョン情報はあらかじめソートされてい
る。
【００８２】
　〔Ｓ５３〕制御手段１１は、バージョン情報と、蓄積バージョン情報との新旧を比較す
る。バージョン情報が蓄積バージョン情報よりも新しい場合はステップＳ５４へ行き、バ
ージョン情報が蓄積バージョン情報よりも旧い場合はステップＳ５５へ行く。
【００８３】
　〔Ｓ５４〕制御手段１１は、バージョン情報が付されている当該帳票は、重要文書判定
処理が未実施であるとして、重要文書判定処理を実行する。
　〔Ｓ５５〕制御手段１１は、バージョン情報が付されている当該帳票は、過去に重要文
書判定処理を実施済みとして重要文書判定処理を実行しない。
【００８４】
　このように、重要文書判定済み調査では、重要文書判定処理対象の帳票のバージョン情
報と、すでに管理情報ＤＢ１３ｃで管理されている蓄積バージョン情報とを比較する。そ
して、バージョン情報が蓄積バージョン情報よりも新しい場合は、当該帳票は、重要文書
判定処理は未実施であると認識して、重要文書判定処理を実施することとした。
【００８５】
　これにより、重要文書判定処理を行う際、蓄積バージョン情報を利用して、重要文書判
定処理が実施済みなのか否かを認識することができるので、重要文書判定処理がすでに実
施済みの帳票に対しては、重要文書判定の前処理段階で、効率よく除外することが可能に
なる。
【００８６】
　次に帳票内にキーワードまたは所定文字列が存在するか否かの判定処理を行う際に、差
分判定項目を見つけ出し、差分判定項目を用いて判定処理を行う場合について説明する。
図１６、図１７は差分判定項目を用いて判定処理を行う場合の動作を説明するための図で
ある。図１６において、蓄積手段１ｂに格納される蓄積情報ｄ２－１は、キーワード、所
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定文字列および蓄積バージョン情報を有している。なお、蓄積手段１ｂ内において、蓄積
バージョン情報はあらかじめソートされている。
【００８７】
　蓄積情報ｄ２－１は具体的に、（キーワード、所定文字列、蓄積バージョン情報）＝（
郵便番号、000-0000、20120101135121）、（住所、東京都ＸＸＸ、20120101135121）、（
顧客名、日本、20111213091121）となっている。
【００８８】
　このとき、重要文書判定処理対象の帳票３に付されているバージョン情報が2011010113
5121であったとすると、蓄積情報ｄ２－１に示される蓄積バージョン情報20120101135121
、20111213091121は、帳票３に付されているバージョン情報20110101135121よりも新しい
。
【００８９】
　したがって、この場合は、蓄積情報ｄ２－１に記されるキーワードおよび所定文字列の
すべてが帳票３に含まれるか否かの判定処理が行われることになる（図１６の場合には差
分はない）。
【００９０】
　図１７において、重要文書判定処理対象の帳票３ａに付されているバージョン情報が20
111213091121であったとする。このとき、蓄積情報ｄ２－１に示される蓄積バージョン情
報20120101135121は、帳票３ａに付されているバージョン情報20110101135121よりも新し
い。また、蓄積情報ｄ２－１に示される蓄積バージョン情報20111213091121は、帳票３ａ
に付されているバージョン情報と等しい。
【００９１】
　したがって、この場合は、蓄積情報ｄ２－１に記されるキーワードおよび所定文字列と
して、“郵便番号”、“000－0000”、“住所”および“東京都ＸＸＸ”が差分判定項目
となり、この差分判定項目が帳票３ａに含まれるか否かの判定処理が行われることになる
。
【００９２】
　このように、帳票に付されているバージョン情報と、キーワードまたは所定文字列に付
された蓄積バージョン情報とを比較し、バージョン情報よりも新しい蓄積バージョン情報
が付されているキーワードまたは所定文字列を蓄積情報内から差分判定項目として抽出す
る。そして、差分判定項目が帳票内に存在するか否かの判定を行う。
【００９３】
　これにより、帳票に付されているバージョン情報と等しい、または旧い蓄積バージョン
情報が付されているキーワードまたは所定文字列の判定処理は省くことができ、新しいバ
ージョンのキーワードまたは所定文字列の判定処理が実行できるので、高速処理が可能に
なる。
【００９４】
　次に所定文字列の抽出処理について説明する。図１８は所定文字列抽出処理の動作を説
明するための図である。制御手段１１は、キーワードおよびキーワードに関連づけられた
所定文字列を抽出し蓄積する。
【００９５】
　この場合、制御手段１１は、帳票の出力データから「～様・郵便番号（〒）・住所」等
のキーワードを抽出し、抽出した情報の座標から顧客の名前や住所情報を採取して、これ
らの情報を蓄積する。また、蓄積時には蓄積バージョン情報を設定して更新する。
【００９６】
　図１８の場合、制御手段１１は、まず、キーワード検索により、情報Ｄ１（郵便番号（
〒）・住所）を抽出する。そして、制御手段１１は、情報Ｄ１の座標情報（座標情報Ｐ１
とする）を取得し、座標情報Ｐ１と枠組みから、情報Ｄ２の座標情報（座標情報Ｐ２とす
る）を取得する。その後、制御手段１１は、座標情報Ｐ２から郵便番号や住所、顧客名の
所定文字列を取得し、取得した所定文字列を蓄積し、重要文書判定処理にて使用する。
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【００９７】
　図１９は所定文字列抽出処理の動作を示すフローチャートである。
　〔Ｓ６１〕制御手段１１は、帳票に記載されるキーワードを抽出する。例えば、「郵便
番号の記号（〒）」、「住所」、「～様」といったキーワードを帳票から抽出する。
【００９８】
　〔Ｓ６２〕制御手段１１は、抽出したキーワードの座標情報（第１の座標情報）を取得
する。
　〔Ｓ６３〕制御手段１１は、抽出したキーワードの横隣のデータ構造が、データか枠組
みかを判別する。データの場合はステップＳ６４へ行き、枠組みの場合はステップＳ６５
へ行く。
【００９９】
　〔Ｓ６４〕制御手段１１は、抽出したキーワードの座標情報と、データを含む枠領域の
座標情報（第２の座標情報）とにもとづき、当該枠領域に記載されているデータ（所定文
字列）の座標情報（第３の座標情報）を取得する。
【０１００】
　〔Ｓ６５〕制御手段１１は、抽出したキーワードの縦隣のデータ構造が、データか枠組
みかを判別する。データの場合はステップＳ６６へ行き、枠組みの場合は終了する。
　〔Ｓ６６〕制御手段１１は、抽出したキーワードの座標情報（第１の座標情報）と、デ
ータを含む枠領域の座標情報（第２の座標情報）とにもとづき、当該枠領域に記載されて
いるデータ（所定文字列）の座標情報（第３の座標情報）を取得する。
【０１０１】
　〔Ｓ６７〕制御手段１１は、座標情報（第３の座標情報）から所定文字列を抽出して、
蓄積手段１ｂ内のキーワード集合に対して蓄積する。
　〔Ｓ６８〕制御手段１１は、当該帳票に対して、重要文書である旨を示すフラグを設定
する。このような処理によって所定文字列が抽出されることにより、キーワードに関連づ
いた所定文字列を精度よく抽出することが可能になる。
【０１０２】
　次に帳票の出力処理について説明する。なお、出力処理としては印刷する場合を例にし
て説明する。図２０は帳票の出力処理の動作を示すフローチャートである。
　〔Ｓ７１〕制御手段１１は、クライアント端末から印刷依頼を受信する。
【０１０３】
　〔Ｓ７２〕制御手段１１は、重要文書判定処理が実施済みか否かを判断する。実施済み
ならばステップＳ７４へ行き、未実施ならばステップＳ７３へ行く。
　〔Ｓ７３〕制御手段１１は、重要文書判定処理を実施する。
【０１０４】
　〔Ｓ７４〕制御手段１１は、印刷依頼を受けた帳票に重要フラグが設定されているか否
かを判断する。重要フラグが設定されている場合はステップＳ７５へ行き、未設定の場合
はステップＳ７７へ行く。
【０１０５】
　〔Ｓ７５〕制御手段１１は、警告アラームを発出する。
　〔Ｓ７６〕制御手段１１は、警告アラームを発した後、印刷許可を受けた場合はステッ
プＳ７７へ行き、印刷許可を受けない場合はステップＳ７８へ行く。
【０１０６】
　〔Ｓ７７〕制御手段１１は、帳票出力指示を文書出力処理手段１２に与える。文書出力
処理手段１２は、印刷依頼を受けた帳票の印刷指示をプリンタに送信して印刷を実行する
。
【０１０７】
　〔Ｓ７８〕制御手段１１は、帳票出力指示を出さず、印刷を実行せずに処理を終了する
。
　次に従来生じていた問題ケースと、問題ケースに本技術を適用して解決した場合の効果
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について説明する。
【０１０８】
　（問題ケース１）重要の捺印がある印刷禁止の帳票が多数存在するが、管理者のミスで
いくつかの帳票に印刷禁止のアクセス権が設定されないなどの理由により、印刷禁止の帳
票と気付かず印刷してしまう。
【０１０９】
　（効果）本技術では、印刷時に重要文書かどうか判別して警告アラームを出力するので
、重要文書の軽率な印刷を防止することが可能になる。
　（問題ケース２）重要な文字列と判別しにくい機密情報（顧客名等）が含まれた帳票が
存在する場合、管理者が設定する重要文字列では、重要文書と判断できないおそれがあり
、重要な帳票を軽率に印刷してしまう。
【０１１０】
　（効果）本技術では、重要文書と判定する際の所定文字列を更新・蓄積していくことで
、重要文字列と判別しにくい機密情報も判別することが可能になるので、軽率な印刷を防
止することが可能になる。
【０１１１】
　（問題ケース３）大量の帳票を一度に印刷を行う場合、迅速な印刷処理が必要であるが
、印刷時に帳票内のデータ検索等を行うと、印刷処理に多くの時間がかかる。
　（効果）本技術では、帳票が保管されている間（印刷前）に、重要文書の判定処理を実
施し、さらに重要文書判定処理を行う場合もメモ情報検索、管理情報検索、データ検索と
いう処理負荷の軽い順に実行する。これにより、印刷開始時の判定処理の時間を軽減する
ことが可能になる。さらに、バージョン情報を利用して差分事項に対して、重要文書の判
定処理を実施するので、判別処理の時間を短縮することが可能になる。
【０１１２】
　次に本技術の制御をコンピュータによって実現する場合について説明する。上記に示し
た処理機能は、コンピュータによって実現可能である。図２１は本実施の形態に用いるコ
ンピュータのハードウェアの一構成例を示す図である。サーバ装置１０内のコンピュータ
１００は、ＣＰＵ１０１によって装置全体が制御されている。ＣＰＵ１０１には、バス１
０８を介してＲＡＭ（Random Access Memory）１０２と複数の周辺機器が接続されている
。
【０１１３】
　ＲＡＭ１０２は、コンピュータ１００の主記憶装置として使用される。ＲＡＭ１０２に
は、ＣＰＵ１０１に実行させるＯＳ（Operating System）のプログラムやアプリケーショ
ンプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ１０２には、ＣＰＵ
１０１による処理に必要な各種データが格納される。
【０１１４】
　バス１０８に接続されている周辺機器としては、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）１０３、
グラフィック処理装置１０４、入力インタフェース１０５、光学ドライブ装置１０６、お
よび通信インタフェース１０７がある。
【０１１５】
　ＨＤＤ１０３は、内蔵したディスクに対して、磁気的にデータの書き込みおよび読み出
しを行う。ＨＤＤ１０３は、コンピュータ１００の二次記憶装置として使用される。ＨＤ
Ｄ１０３には、ＯＳのプログラム、アプリケーションプログラム、および各種データが格
納される。なお、二次記憶装置としては、フラッシュメモリなどの半導体記憶装置を使用
することもできる。
【０１１６】
　グラフィック処理装置１０４には、モニタ１０４ａが接続されている。グラフィック処
理装置１０４は、ＣＰＵ１０１からの命令に従って、画像をモニタ１０４ａの画面に表示
させる。モニタ１０４ａとしては、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）を用いた表示装置や液晶
表示装置などがある。
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【０１１７】
　入力インタフェース１０５には、キーボード１０５ａとマウス１０５ｂとが接続されて
いる。入力インタフェース１０５は、キーボード１０５ａやマウス１０５ｂから送られて
くる信号をＣＰＵ１０１に送信する。なお、マウス１０５ｂは、ポインティングデバイス
の一例であり、他のポインティングデバイスを使用することもできる。他のポインティン
グデバイスとしては、タッチパネル、タブレット、タッチパッド、トラックボールなどが
ある。
【０１１８】
　光学ドライブ装置１０６は、レーザ光などを利用して、光ディスク１０６ａに記録され
たデータの読み取りを行う。光ディスク１０６ａは、光の反射によって読み取り可能なよ
うにデータが記録された可搬型の記録媒体である。光ディスク１０６ａには、ＤＶＤ（Di
gital Versatile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Mem
ory）、ＣＤ－Ｒ（Recordable）／ＲＷ（Rewritable）などがある。
【０１１９】
　通信インタフェース１０７は、ネットワーク１１０に接続されている。通信インタフェ
ース１０７は、ネットワーク１１０を介して、他のコンピュータまたは通信機器との間で
データの送受信を行う。
【０１２０】
　以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することがで
きる。また、コンピュータで本実施の形態の処理機能を実現する場合、サーバ装置１０が
有する機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。
【０１２１】
　そのプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上
で実現される。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒
体に記録しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気
記憶装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリなどがある。磁気記憶装置には、
ハードディスク装置（ＨＤＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープなどがある
。光ディスクには、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ／ＲＷなどがある。光磁気記
録媒体には、ＭＯ（Magneto Optical disk）などがある。なおプログラムを記録する記録
媒体には、一時的な伝搬信号自体は含まれない。
【０１２２】
　プログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、ＣＤ
－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの
記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュ
ータにそのプログラムを転送することもできる。
【０１２３】
　プログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録されたプログラ
ムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納する
。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに従
った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読み
取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、サ
ーバコンピュータからプログラムが転送されるごとに、逐次、受け取ったプログラムに従
った処理を実行することもできる。
【０１２４】
　また、上記の処理機能の少なくとも一部を、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、Ａ
ＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＰＬＤ（Programmable Logic De
vice）などの電子回路で実現することもできる。
【０１２５】
　以上説明したように、本技術では、文書からキーワードを検索し、キーワードに関連づ
けられた所定文字列を抽出し、抽出された所定文字列をキーワードに追加し、キーワード
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または所定文字列の少なくとも一方を含む文書を重要文書と判定する。これにより、重要
文書の判定精度の向上を図ることができ、重要文書の流出を防止することが可能になる。
また、重要文書判定処理を高速に行うことが可能になる。
【０１２６】
　以上、実施の形態を例示したが、実施の形態で示した各部の構成は同様の機能を有する
他のものに置換することができる。また、他の任意の構成物や工程が付加されてもよい。
【符号の説明】
【０１２７】
　１　文書管理装置
　１ａ　検索手段
　１ｂ　蓄積手段
　１ｃ　判定手段
　Ａ、Ｂ　文書
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